
◼原材料等の価格高騰を受けているが具体的にどれくらいの影響となっ
ているかわからない

◼新商品・新サービスにより価格転嫁を行う方法について相談したい
◼取引先と価格交渉を行いたいがどのようにすれば良いかわからない
◼原価管理を行いたいが、どのようにしたら良いかわからない
◼自社の損益分岐点について知りたい

◼下請法の対象になる取引かどうか
◼親事業者の行為が「買いたたき」等の禁止事項に該当するかどうか
◼親事業者の行為が下請振興法の「振興基準」に照らし問題がないか
◼下請法上の問題点の整理と親事業者との交渉材料のアドバイス
◼下請法上の取引で親事業者の行為が禁止事項に該当する場合、行政に
よる厳正な法執行を希望される方には中小企業庁へ申告取次も可能

平日9：00～17：00（土日祝除く）

福井県下請かけこみ寺

【ご相談・お問合せ】

☎ 0120-418-618

価格転嫁・価格交渉のお困りごとは

下請かけこみ寺
よろず支援拠点にご相談ください

平日9：00～17：00（土日祝除く）

福井県よろず支援拠点
☎ 0776-67-7402

福井県下請かけこみ寺・福井県よろず支援拠点（いずれも公益財団法人ふくい産業
支援センターが実施機関として事業を運営）では県内事業者の価格転嫁・価格交渉
の促進に向けて連携してご相談対応しています。

こんなご相談は「下請かけこみ寺」へ

こんなご相談は「よろず支援拠点」へ



価格転嫁・価格交渉の促進に向けて

（公財）ふくい産業支援センターは下請取引の適正化促進を目的として中小企業庁・
（公財）全国中小企業振興機関協会とともに「下請かけこみ寺」事業を実施しています。

中小企業等の価格転嫁・取引適正化のため、下請法「運用
基準」と「独占禁止法Q&A」ならびに下請中小企業振興法
「振興基準」が改定（令和４年）されました。

下請法「運用基準」ならびに「独占禁止法Q&A」の追加改定
労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の上昇分を取引価格に反映せず、従来どおりに取引

価格を据え置くことは、下請法上の買いたたき又は独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の1
つに該当するおそれがあり、下記の①及び②の２つの行為がこれに該当することを明確化した

① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性
について価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据
え置くこと

② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引
価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で下
請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

下請中小企業振興法「振興基準」の改定

【価格改定・価格転嫁に関する新規追加事項】（親事業者が求められる取り組み内容）
(1)年１回以上の価格協議を行うこと
(2)下請事業者からの申出があった場合、遅滞なく協議を行うこと
(3)賃金の引上げが可能になるよう、十分に協議して取引対価を決定すること

【従来からの継続事項】
(4)取引対価は、合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を含むよう、十分な協
議を行って決定すること

(5)不合理・不適正な原価低減要請や原価低減活動を行わないこと
(6)双方が交渉経緯の記録を保存すること

⚫ 下請法（下請代金支払遅延等防止法）：下請取引の公正化と下請事業者の利益保護のため、親事業者の
4つの義務と11の禁止事項を規定。下請事業者に対する不当な取扱いを規制

⚫ 下請中小企業振興法「振興基準」：下請中小企業の振興のため、「親事業者及び下請事業者のよるべき
一般的な基準」を規定。主務大臣による指導・助言の根拠となる

（参考）

福井県よろず支援拠点では令和５年７月１０日より「価格転嫁サポート窓口」を
開設しました。

価格交渉ハンドブック
～価格転嫁の実現に
向けた交渉準備～
（初級編）
（PDF形式：2,170KB）

◆下請かけこみ寺 からのお知らせ

◆よろず支援拠点 からのお知らせ

＜原価計算能力向上に係る主な支援内容＞
▶価格転嫁サポートチームを編成。
製品原価算出に係る実践的な提案を行います。

①現状分析チーム：原価管理の目的とその算出
に係る 考え方、製品原価の算出に必要な情報
の把握手法等についての助言
②価格転嫁・交渉戦略チーム：対外取引先（消
費者を含む）との交渉を行うための戦略立案
支援をサポート
③価格転嫁・対策チーム：自社の中での価格転
嫁を吸収するための対応策の検討支援


